
施工・装飾・
危険物の持ち込み/禁止行為
の解除申請

【マニュアルp16-30】
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＜施工・装飾について＞
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小間企画：1小間 間口3.0m×奥行3.0m
隣接する小間の仕切りを設ける場合は2.7mまでのパネルをご利用ください。

小間は、スペース渡しになります。
基礎装飾（壁面パネル、電気幹線工事および使用料、備品等など）はパッケージ装飾をお申込みいただくか、

または自社にてご用意いただきますようお願いいたします。

パッケージ小間装飾としてAタイプ1小間用、2小間用をご用意しています。
対応型プランのご用意もしています。（備品カタログ/申込書）

提出書類A-3    提出期限：7月29日(火)



Better Standsの定義ー４つのカテゴリ

＜Better Standsプログラムとは＞ 【P18～P20】

インフォーマ マーケッツが推進する出展社とその施工会社が使い捨てスタンド（ブース）から、
再利用可能な構造物に移行することを促進、支援するプログラムです。

→すべての施工業者に対して、使い捨てスタンドの建設を行わないようにご協力をお願いしています。

使い捨て/ブロンズ/シルバー/ゴールド

• 会期前のブースの点検を行う
• Better Standsに関するアンケートの実施

【評価方法】



オフィシャル施工会社にてBetter Standsプログラムの

基準を満たした、再利用可能なブース施工を承っています！

事務局では円滑な搬入・施工を行っていただくため、（株）フジヤの利用をお勧めしています



＜電気工事について＞
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提出書類B-3    提出期限：7月29日(火)

スペース小間で発注する場合は、一次幹線工事が必要となります。

※フジヤにパッケージ装飾プランをお申込の場合、提出は不要です。
ただし、追加設備が必要な場合は追加設備容量を、
フジヤへオプション備品のみをお申込の場合は必要な設備容量を
記入の上、ご提出ください。

◆注意点◆
・隣接小間の幹線ケーブルが小間内に立ち上がる場合があります。
・ピットの都合上、幹線ケーブルが通路を横断することがあります。



＜給排水・ガス・圧縮空気工事について＞
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提出書類B-4    提出期限：7月29日(火)

一次側工事
→ブースまで各種配管を引き込む工事

二次側工事
→展示機器やシンクなどに配管、接続をする工事
(シンクや手洗いなどのリースもご用意ございます。)

※ガスの供給については、個別にご相談させていただきます。



＜危険物の持ち込み/禁止行為の解除申請＞
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提出書類A-4    提出期限：7月29日(火)

東京都火災予防条例により、危険物品の持ち込みは禁止されています。
＜例＞アルコール類：アルコール濃度60%以上の消毒用アルコール、酒類

※アルコール類は以下の条件に該当する場合、
禁止行為の解除申請の対象外となり、
消火器の設置並びに消防査察へのお立合いの対象外となります。

※詰め替え用のボトル(容量に関わらず)を展示ホールに持ち込む場合は、
申請が必要となりますのでご注意ください。

※申請をしていない場合は、消防署より使用禁止を命じられる場合が
ございますので、必ず事前に申請してください。
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